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ＩＣＴ施工に関する各種基準等について

１．県土整備部ＩＣＴ活用工事に関する各種基準等（一覧表）

２．主な基準の概要
・UAV搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案）

・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領

（土工編）（案）

・地上移動体搭載型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰを用いた出来形管理要領

（舗装工事編）（案）

・３次元モデル表記標準（案） 〔CIM〕

・土木数量算出要領（案） 〔ＣＩＭ〕

・ＣＩＭ事業における成果品作成の手引き（案）

３．工事成績評定における取扱い
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◆ 「ＩＣＴ（土工）」：山形県県土整備部：平成29年４月試行開始

R01年度 ３８基準 （国の基準）

「ＩＣＴ（土工）」の実践を踏まえた課題への対応や、さらなる効率化
をもたらす新技術を活用するため、平成31年４月から国交省で新た
に定めた基準や改訂を行ったものについて、令和元年10月から県で
も適用。

※一部では、「ICT（舗装工）」、「ＣＩＭ」の内容も含む。

※「ICT（地盤改良）」（R01.10～）と重複。
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１．ＩＣＴ活用工事に関する各種基準等（一覧表） 資料2-2

※山形県県土整備部が適用する測量・電子納品・３次元データ仕様・出来形管理・監督・
検査・実施に関する要領・マニュアルなどの一覧表

（注意）
実施にあたっての適用基準は、

「山形県 県土整備部 ＩＣＴ活用工事 （土工、作業土工（床掘）、付帯構造物設置工、
法面工（吹付工）、舗装工、地盤改良工）試行要領」に則って決定してください。

◆ 「ＩＣＴ（舗装工）」：山形県県土整備部：平成30年４月試行開始

R01年度 １６基準

「ＩＣＴ（舗装工）」の実践を踏まえた課題への対応や、さらなる効率
化をもたらす新技術を活用するため、平成31年４月から国交省で新
たに定めた基準や改訂を行ったものについて、令和元年10月から県
でも適用。

◆ 「ＩＣＴ（地盤改良）」：山形県県土整備部：令和元年10月試行開始

R01年度 ２０基準

「ＩＣＴ（地盤改良）」の実践を踏まえた課題への対応や、さらなる効
率化をもたらす新技術を活用するため、平成31年４月から国交省で
新たに定めた基準や改訂を行ったものについて、令和元年10月から
県でも適用。※ICT（土工）と重複。
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１．ＩＣＴ活用工事に関する各種基準等（一覧表） 資料2-2

※山形県県土整備部が適用する測量・電子納品・３次元データ仕様・出来形管理・監督・
検査・実施に関する要領・マニュアルなどの一覧表



4

１．ＩＣＴ活用工事に関する各種基準等（一覧表） 資料2-2

◆ 「情報化施工技術」：山形県県土整備部：平成29年４月試行開始

R01年度 １基準

「山形県県土整備部情報化施工実施要領」に基づく基準

◆ 「ＣＩＭ」：山形県県土整備部：平成30年４月試行開始

R01年度 ９基準

将来の運用を目指して、要求事項を設定・拡充するなど、平成31年４
月から国交省で新たに定めた基準や改訂を行ったものについて、令和
元年10月から県でも適用。

☆原則国準拠とし、県で所有する基準がある場合は、県版を改訂
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２．主な基準の概要 ３次元起工測量

◆ＵＡＶ搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案）
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２．主な基準の概要 ３次元出来形管理

◆無人航空機搭載型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰを用いた出来形管理要領（土工編）案
◆地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理要領（土工編・舗装工事編）案
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２．主な基準の概要 ＣＩＭ

◆３次元モデル表記標準（案）
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２．主な基準の概要 ＣＩＭ

◆土木工事数量算出要領（案）
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２．主な基準の概要 ＣＩＭ

◆ＣＩＭ事業における成果品作成の手引き（案）
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２．主な基準の概要

◆共通仕様書（本編） 山形県県土整備部

◇第１編共通編 第３章無筋・鉄筋コンクリート
全体最適化や標準化に関する基準類が追加

（適用すべき諸基準）

・流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン

・現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン

・コンクリート構造物における埋設型枠・プレハブ鉄筋に関するガイドライン

・コンクリート橋のプレキャスト化ガイドライン

・プレキャストコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン

⇒令和２年４月１日以降適用

※現在、土木工事共通仕様書の改定作業中
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２．主な基準の概要

◆共通仕様書（土木工事施工管理基準及び規格値）

山形県県土整備部
◇出来形管理基準

ＩＣＴを活用した出来形管理の規定が追加

（出来形管理 測定基準等）

・土工・舗装等管理において３次元データを用いた出来形管理（面的管理）の
規定追加

・護岸・法面・側溝等の小構造物において「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
要領（案）」等の規定追加

・地盤改良工におけるＩＣＴ施工の基準の制定 等

⇒令和２年４月１日以降適用

※現在、土木工事共通仕様書の改訂作業中
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２．主な基準の概要

◆共通仕様書（土木工事施工管理基準及び規格値）

山形県県土整備部
◇写真管理基準

映像を用いた写真管理について追加

・今後運用しながら情報収集します。

⇒令和２年４月１日以降適用

※現在、土木工事共通仕様書の改訂作業中
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◆「ＩＣＴ活用工事（土工・作業土工（床掘）・付帯構造物設置工・法
面工（吹付工）・舗装工・地盤改良工）」を実施した場合

対象工事に関わらず、監督員の創意工夫〔施工〕において２点
加点

※ＩＣＴ建設機械のみ活用した場合等、部分的に活用した場合は、
監督員の創意工夫〔施工〕において１点加点

３．工事成績評定における取扱い

◆「情報化施工技術」を実施した場合

一般化技術以外：監督員の創意工夫〔施工〕において２点加点

一般化技術 ：監督員の創意工夫〔施工〕において１点加点

◆「ＣＩＭ活用工事」を実施した場合

監督員の創意工夫〔施工〕において２点加点

各試行要領に則って実施した場合
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◆「ＩＣＴ活用工事（土工・作業土工（床掘）・付帯構造物設置工・法
面工（吹付工）・舗装工・地盤改良工）」を実施しなかった場合

（１）発注者指定型

受注者の責によりICT活用施工（３次元起工測量・

設計データ作成・ICT建機施工・出来形管理・納品）が

実施されない場合は契約違反として減点

（２）施工者希望Ⅰ型

実施されない場合は履行義務違反として減点

（３）施工者希望Ⅱ型

実施されない場合の減点は行わない

３．工事成績評定における取扱い
各試行要領に則って実施した場合

ご清聴ありがとうございました。

山形県県土整備部i-Construction説明会


